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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

目次 目次 

第１編 （略） 第１編 （略） 

第２編 株券等 第２編 株券等 

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略） 

第５章 実効性の確保 第５章 実効性の確保 

第１節 （略） 第１節 （略） 

第２節 特別注意銘柄（第５０３条） 第２節 特設注意市場銘柄（第５０

３条） 

第３節～第６節 （略） 第３節～第６節 （略） 

第６章・第７章 （略） 第６章・第７章 （略） 

第３編～第７編 （略） 第３編～第７編 （略） 

  

（市場区分の変更審査） 

第３０８条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項から第３項までにおいて準用す

る第２０７条第１項各号、第２１３条第

１項各号又は第２１９条第１項各号に掲

げる事項の審査（施行規則で定める株券

等に係る審査を除く。）は、施行規則で

定める期間以内に完了することを目途に

行うものとする。 

６～８ （略） 

（市場区分の変更審査） 

第３０８条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項から第３項までにおいて準用す

る第２０７条第１項各号、第２１３条第

１項各号又は第２１９条第１項各号に掲

げる事項の審査（外国株券等に係る審査

を除く。）は、施行規則で定める期間以

内に完了することを目途に行うものとす

る。 

６～８ （略） 

  

（内部管理体制の整備及び運用状況等の

開示） 

 

第４０８条の３ 第５０３条第１項の規定

により特別注意銘柄へ指定された上場株

券等の発行者である上場会社は、当該指

定から１年経過後速やかに、内部管理体

制の整備及び運用の状況等を開示しなけ

ればならない。 

（新設） 
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２ 第５０３条第４項第２号、第７項第２号

又は第１０項第１号ｂの規定により特別注

意銘柄の指定が継続された上場株券等の発

行者である上場会社は、当取引所が当該指

定の継続を決定した日の属する事業年度の

末日から起算して３か月以内（当取引所が

当該指定の継続を決定した日から当該事業

年度の末日までの期間が３か月に満たない

場合は、当該事業年度の末日及び翌事業年

度の末日から起算して３か月以内）に、内

部管理体制の整備及び運用の状況等を開示

しなければならない。 

 

  

第２節 特別注意銘柄 第２節 特設注意市場銘柄 

  

（特別注意銘柄の指定及び指定解除） （特設注意市場銘柄の指定及び指定解

除） 

第５０３条 当取引所は、次の各号に掲げ

る場合であって、かつ、当該上場会社の

内部管理体制等について改善の必要性が

高いと認めるときは、当該上場会社が発

行者である上場株券等を特別注意銘柄に

指定することができる。 

第５０３条 当取引所は、次の各号に掲げ

る場合であって、かつ、当該上場会社の

内部管理体制等について改善の必要性が

高いと認めるときは、当該上場会社が発

行者である上場株券等を特設注意市場銘

柄に指定することができる。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）   

２ 前項の規定により特別注意銘柄へ指定

されている上場株券等の発行者である上

場会社は、当該指定から１年経過後速や

かに、内部管理体制の状況等について記

載した施行規則で定める書面（以下「内

部管理体制確認書」という。）の提出を

行わなければならない。 

２ 前項の規定により特設注意市場銘柄へ

指定されている上場株券等の発行者であ

る上場会社は、当該指定から１年経過後

速やかに、内部管理体制の状況等につい

て記載した施行規則で定める書面（以下

「内部管理体制確認書」という。）の提

出を行わなければならない。 

３ 当取引所は、前項の規定により提出さ

れた内部管理体制確認書の内容及び第１

１項の規定により報告された内容等に基

づき内部管理体制等の審査を行う。 

３ 当取引所は、前項の規定により提出さ

れた内部管理体制確認書の内容及び第８

項の規定により報告された内容等に基づ

き内部管理体制等の審査を行う。 

４ 当取引所は、前項の審査の結果に基づ ４ 当取引所は、前項の審査の結果に基づ
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き、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定めるとおり上場株券等

を取り扱うものとする。 

き、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定めるとおり上場株券等

を取り扱うものとする。 

（１） 内部管理体制等が適切に整備さ

れ、運用されていると当取引所が認め

る場合（次号ｂに該当する場合を除

く。） 

特別注意銘柄の指定の解除 

（１） 内部管理体制等に問題があると

認められない場合 

 

 

特設注意市場銘柄の指定の解除 

（２） 次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 内部管理体制等が適切に整備され

ていると当取引所が認めるものの、

適切に運用されていると認められな

い場合（第６０１条第１項第９号ｃ

に規定する上場会社の内部管理体制

等が適切に運用される見込みがなく

なったと当取引所が認める場合を除

く。） 

ｂ 内部管理体制等が適切に整備さ

れ、運用されていると当取引所が認

めるものの、次の（ａ）又は（ｂ）

に該当する場合 

（ａ） 事業の継続性及び収益性が確

保されていない場合として施行規則

で定める場合 

（ｂ） 第５０１条第１項各号又は前

条第１項各号若しくは第２項各号に

掲げる区分に従い、当該各号に定め

る基準のいずれかに適合していない

場合において、第５０１条第３項に

規定する施行規則で定める期間内に

あるときその他当該基準に適合しな

い見込みがある場合として施行規則

で定める場合 

特別注意銘柄の指定の継続 

（２） 内部管理体制等に問題があると

当取引所が認める場合（第６０１条第

１項第９号ｃに規定する上場会社の内

部管理体制等について改善の見込みが

なくなったと当取引所が認める場合を

除く。） 

特設注意市場銘柄の指定の継続 

５ 前項第２号ａの規定により特別注意銘 ５ 前項第２号の規定により特設注意市場



4 

 

柄の指定が継続された上場株券等の発行

者である上場会社は、当取引所が当該指

定の継続を決定した日の属する事業年度

（当取引所が当該指定の継続を決定した

日から当該事業年度の末日までの期間が

３か月に満たない場合は当該事業年度の

翌事業年度）の末日から起算して３か月

以内に、内部管理体制確認書の再提出を

行わなければならない。 

銘柄の指定が継続された上場株券等の発

行者である上場会社は、第１項の指定か

ら１年６か月経過後速やかに、内部管理

体制確認書の再提出を行わなければなら

ない。 

６ 当取引所は、前項の規定により再提出

された内部管理体制確認書の内容及び第

１１項の規定により報告された内容等に

基づき内部管理体制等の審査を行う。 

６ 当取引所は、前項の規定により再提出

された内部管理体制確認書の内容及び第

８項の規定により報告された内容等に基

づき内部管理体制等の審査を行う。 

７ 当取引所は、前項の審査の結果に基づ

き、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定めるとおり上場株券等

を取り扱うものとする。 

（１） 内部管理体制等が適切に整備さ

れ、運用されていると当取引所が認め

る場合（次号に該当する場合を除

く。） 

特別注意銘柄の指定の解除 

（２） 内部管理体制等が適切に整備さ

れ、運用されていると当取引所が認め

るものの、次のａ又はｂに該当する場

合 

ａ 事業の継続性及び収益性が確保さ

れていない場合として施行規則で定

める場合 

ｂ 第５０１条第１項各号又は前条第

１項各号若しくは第２項各号に掲げ

る区分に従い、当該各号に定める基

準のいずれかに適合していない場合

において、第５０１条第３項に規定

する施行規則で定める期間内にある

７ 当取引所は、前項の審査の結果に基づ

き、内部管理体制等に問題があると認め

られない場合は、特設注意市場銘柄の指

定の解除を行う。 
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ときその他当該基準に適合しない見

込みがある場合として施行規則で定

める場合 

特別注意銘柄の指定の継続 

８ 第４項第２号ｂ、前項第２号又は第１

０項第１号ｂの規定により特別注意銘柄

の指定が継続された上場株券等の発行者

である上場会社は、当取引所が当該指定

の継続を決定した日の属する事業年度

（当取引所が当該指定の継続を決定した

日から当該事業年度の末日までの期間が

３か月に満たない場合は当該事業年度の

翌事業年度）の末日から起算して３か月

以内に、内部管理体制確認書の再提出を

行わなければならない。 

（新設） 

９ 当取引所は、前項の規定により再提出

された内部管理体制確認書の内容及び第

１１項の規定により報告された内容等に

基づき内部管理体制等の審査を行う。 

（新設） 

１０ 当取引所は、前項の審査の結果に基

づき、次の各号に掲げる審査の区分に応

じ、当該各号に定めるとおり上場株券等

を取り扱うものとする。この場合におけ

る当該各号に掲げる審査の区分は、施行

規則で定めるところによる。 

（新設） 

（１） 第一回目の審査又は第二回目の

審査 

 

ａ 内部管理体制等が適切に整備さ

れ、運用されていると当取引所が認

める場合（次のｂに該当する場合を

除く。） 

特別注意銘柄の指定の解除 

 

ｂ 内部管理体制等が適切に整備さ

れ、運用されていると当取引所が認

めるものの、次の（ａ）又は（ｂ）
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に該当する場合 

（ａ） 事業の継続性及び収益性が確

保されていない場合として施行規則

で定める場合 

（ｂ） 第５０１条第１項各号、第５

０２条第１項各号又は第２項各号に

掲げる区分に従い、当該各号に定め

る基準のいずれかに適合していない

場合において、第５０１条第３項に

規定する施行規則で定める期間内に

あるときその他当該基準に適合しな

い見込みがある場合として施行規則

で定める場合 

特別注意銘柄の指定の継続 

（２） 第三回目の審査 

内部管理体制等が適切に整備され、

運用されていると当取引所が認める場

合は、特別注意銘柄の指定の解除を行

う。 

１１ 第１項の規定により特別注意銘柄へ

指定された上場株券等の発行者である上

場会社は、当該上場会社の内部管理体制等

に関し当取引所が必要と認めて照会を行

った場合には、直ちに照会事項について正

確に報告するものとする。 

８ 第１項の規定により特設注意市場銘柄

へ指定された上場株券等の発行者である

上場会社は、当該上場会社の内部管理体

制等に関し当取引所が必要と認めて照会

を行った場合には、直ちに照会事項につ

いて正確に報告するものとする。 

１２ 第１項の規定により特別注意銘柄へ

指定された上場株券等の発行者である上

場会社が、次の各号に該当する場合に

は、施行規則で定める日に、特別注意銘

柄の指定の解除を行う。 

（１） 第３０６条の規定により当該上

場株券等の市場区分の変更申請を行

い、当取引所が市場区分の変更を適当

と認めた場合 

（２） 第３１０条第１項の規定によ

（新設） 
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り、第３０９条第１項から第４項まで

に定める施行規則で定める基準に適合

しないかどうかの審査の申請を行い、

当該施行規則で定める基準に適合して

いると当取引所が認めた場合 

（３） 第６０３条第２項の規定によ

り、第６０１条第１項第５号に定める

施行規則で定める基準に適合しないか

どうかの審査の申請を行い、当該施行

規則で定める基準に適合していると当

取引所が認めた場合 

  

（改善状況報告書等の提出） 

第５０５条 前条第３項（第７項において

準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）の規定により改善報告書を提

出した上場会社は、当該改善報告書の提

出から６か月経過後速やかに、改善措置

の実施状況及び運用状況を記載した報告

書（以下この条において「改善状況報告

書」という。）の提出を行わなければな

らない。ただし、当取引所が適当と認め

る場合は、この限りでない。 

（改善状況報告書等の提出） 

第５０５条 前条第３項（第７項において

準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）の規定により改善報告書を提

出した上場会社は、当該改善報告書の提

出から６か月経過後速やかに、改善措置

の実施状況及び運用状況を記載した報告

書（以下「改善状況報告書」という。）

の提出を行わなければならない。 

２～７ （略） ２～７ （略）  

  

（特別注意銘柄の指定解除後における改

善状況報告書等の提出） 

 

第５０５条の２ 当取引所は、第５０３条

第４項第１号、第７項第１号、第１０項

第１号ａ若しくは第２号又は第１２項の

規定により特別注意銘柄の指定を解除し

た上場株券等の発行者である上場会社に

対して、当該特別注意銘柄の指定の解除

から５年を経過するまでの間、当該上場

会社の内部管理体制の整備及び運用の状

（新設） 
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況等に関し当取引所が必要と認めるとき

は、内部管理体制の整備及び運用の状況

等を記載した報告書（以下この条におい

て「改善状況報告書」という。）の提出を

求めることができる。 

２ 第５０３条第４項第１号、第７項第１

号、第１０項第１号ａ若しくは第２号又

は第１２項の規定により特別注意銘柄の

指定を解除された上場株券等の発行者で

ある上場会社は、当該発行者の内部管理

体制の整備及び運用の状況等に関し当取

引所が必要と認めて照会を行った場合に

は、直ちに照会事項について正確に報告

するものとする。 

 

３ 前条第３項、第４項並びに第６項第１

号及び第２号の規定は、第１項の改善状

況報告書について準用する。 

 

４ 前条第６項第３号の規定は、第２項の

報告について準用する。 

 

５ 第５０４条第２項から第４項までの規

定は、前２項において準用する前条第６

項の改善報告書について準用する。 

 

  

（上場内国会社の上場廃止基準） （上場内国会社の上場廃止基準） 

第６０１条 上場内国株券が次の各号のい

ずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における

当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

第６０１条 上場内国株券が次の各号のい

ずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における

当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 特別注意銘柄等 

次のａからｇまでに掲げる場合の区

分に従い、当該ａからｇまでに定める

場合に該当するとき 

（９） 特設注意市場銘柄等 

次のａからｅまでに掲げる場合の区

分に従い、当該ａからｅまでに定める

場合に該当するとき 

ａ 第５０３条第１項各号に掲げる場

合であって、かつ、上場会社の内部

ａ 第５０３条第１項各号に掲げる場

合であって、かつ、上場会社の内部
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管理体制等について改善の必要性が

高いと当取引所が認めるとき 

上場会社の内部管理体制等が適切に

整備される又は適切に運用される見込

みがないと当取引所が認める場合 

管理体制等について改善の必要性が

高いと当取引所が認めるとき 

当該内部管理体制等について改善

の見込みがないと当取引所が認める

場合 

ｂ 第５０３条第１項の規定により特

別注意銘柄へ指定された場合であっ

て、同条第２項の規定に基づく内部

管理体制確認書の提出前であるとき 

 

上場会社の内部管理体制等が適切に

整備される又は適切に運用される見込

みがなくなったと当取引所が認める場

合 

ｂ 第５０３条第１項の規定により特

設注意市場銘柄へ指定された場合で

あって、同条第２項の規定に基づく

内部管理体制確認書の提出前である

とき 

上場会社の内部管理体制等につい

て改善の見込みがなくなったと当取

引所が認める場合 

ｃ 第５０３条第２項の規定により内

部管理体制確認書が提出された場合 

上場会社の内部管理体制等が適切に

整備されていると認められない場合又

は適切に運用される見込みがなくなっ

たと当取引所が認める場合 

ｃ 第５０３条第２項の規定により内

部管理体制確認書が提出された場合 

上場会社の内部管理体制等につい

て改善がなされなかったと当取引所

が認める場合（上場会社の内部管理

体制等について改善の見込みがなく

なったと当取引所が認める場合に限

る。） 

ｄ 第５０３条第４項第２号ａの規定

により特別注意銘柄の指定が継続さ

れた場合であって、同条第５項の規

定に基づく内部管理体制確認書の提

出前であるとき 

上場会社の内部管理体制等が適切に

整備されていると認められない場合又

は適切に運用される見込みがなくなっ

たと当取引所が認める場合 

ｄ 第５０３条第４項第２号の規定に

より特設注意市場銘柄の指定が継続

された場合であって、同条第５項の

規定に基づく内部管理体制確認書の

提出前であるとき 

上場会社の内部管理体制等につい

て改善の見込みがなくなったと当取

引所が認める場合 

ｅ 第５０３条第５項の規定により内

部管理体制確認書が再提出された場

合 

上場会社の内部管理体制等が適切に

ｅ 第５０３条第５項の規定により内

部管理体制確認書が再提出された場

合 

上場会社の内部管理体制等につい
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整備され、運用されていると認められ

ない場合 

て改善がなされなかったと当取引所

が認める場合 

ｆ 第５０３条第４項第２号ｂ、第７項

第２号又は第１０項第１号ｂの規定

により特別注意銘柄の指定が継続さ

れた場合であって、同条第８項の規定

に基づく内部管理体制確認書の提出

前であるとき 

上場会社の内部管理体制等が適切に

整備され、運用されていると認められ

ない場合 

（新設） 

ｇ 第５０３条第８項の規定により内

部管理体制確認書が再提出された場

合 

上場会社の内部管理体制等が適切に

整備され、運用されていると認められ

ない場合 

（新設） 

（１０）～（２０） （略） 

２ （略） 

（１０）～（２０） （略） 

２ （略） 

  

（上場管理等） （上場管理等） 

第１６０４条 （略） 第１６０４条 （略） 

２ 当取引所は、次の各号のいずれかに該当

する場合には、速やかに金融庁長官に報告

するものとする。 

２ 当取引所は、次の各号のいずれかに該

当する場合には、速やかに金融庁長官に

報告するものとする。 

（１） 当取引所が、第５０３条第１項の

規定により日本取引所グループが発行

者である上場内国株券を特別注意銘柄

に指定した場合 

（１） 当取引所が、第５０３条第１項

の規定により日本取引所グループが発

行者である上場内国株券を特設注意市

場銘柄に指定した場合 

（２） 当取引所が、第５０３条第４項第

１号、第７項第１号、第１０項第１号ａ

若しくは第２号又は第１２項の規定に

より日本取引所グループについて特別

注意銘柄への指定の解除を行った場合 

（２） 当取引所が、第５０３条第３項

の規定により日本取引所グループにつ

いて特設注意市場銘柄への指定の解除

を行った場合 

（３） 日本取引所グループが、第５０４ （３） 日本取引所グループが、第５０
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条第３項（第５０５条第７項、第５０５

条の２第５項又は第５０６条第２項に

おいて準用する場合を含む。）又は第５

０７条第１項の規定により改善報告書

の提出を行った場合 

４条第３項（第５０５条第７項又は第

５０６条第２項において準用する場合

を含む。）又は第５０５条第１項の規

定により改善報告書の提出を行った場

合 

（４） 日本取引所グループが、第５０５

条第３項（第５０５条の２第３項におい

て準用する場合を含む。）の規定により

第５０５条第１項又は第５０５条の２第１

項に定める改善状況報告書の提出を行っ

た場合 

（４） 日本取引所グループが、第５０

５条第３項の規定により改善状況報告

書の提出を行った場合 

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略） 

  

令和４年４月４日改正付則 令和４年４月４日改正付則 

（上場維持基準に係る経過措置） （上場維持基準に係る経過措置） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 第２項から前項までの規定は、次の各

号に掲げる既上場銘柄については適用し

ない。 

（１）・（２） （略） 

（３） 施行日の前日において特設注意市

場銘柄に指定されている銘柄又は施行

日以後に特設注意市場銘柄（令和６年１

月１５日改正後の特別注意銘柄を含

む。）へ指定された銘柄 

７ 第２項から前項までの規定は、次の各

号に掲げる既上場銘柄については適用し

ない。 

（１）・（２） （略） 

（３） 施行日の前日において特設注意

市場銘柄に指定されている銘柄又は施

行日以後に特設注意市場銘柄へ指定さ

れた銘柄 

  

付  則  

１ この改正規定は、令和６年１月１５日か

ら施行する。 

 

２ 改正後の第３０８条の規定は、この改正

規定施行の日（以下「施行日」という。）

以後に市場区分の変更申請を行う者から適

用する。 

 

３ 施行日の前日において、特設注意市場銘  
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柄へ指定されている上場株券等は、施行日

において、特別注意銘柄へ指定されていた

ものとみなす。 

４ 改正後の第４０８条の３、第５０３条第

１項、第４項、第５項、第７項から第１０

項まで、第１２項及び第６０１条の規定

は、施行日以後に特別注意銘柄に指定する

上場株券等の発行者である上場会社から適

用し、施行日より前に特別注意銘柄に指定

された上場株券等の発行者である上場会社

については、なお従前の例による。 

 

５ 改正後の第５０５条の２の規定は、施行

日以後に特別注意銘柄の指定を解除した上

場株券等の発行者である上場会社から適用

する。 
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（実効性確保手段） （実効性確保手段） 

第１４１条 当取引所は、上場会社に対し

て、この特例その他の規則への遵守を確保

するため、施行規則で定めるところによ

り、次の各号に掲げる措置を講じることが

できる。 

（１）・（２） （略） 

（３） 特別注意銘柄の指定 

（４）・（５） （略） 

２～５ （略） 

第１４１条 当取引所は、上場会社に対し

て、この特例その他の規則への遵守を確保

するため、施行規則で定めるところによ

り、次の各号に掲げる措置を講じることが

できる。 

（１）・（２） （略） 

（３） 特設注意市場銘柄の指定 

（４）・（５） （略） 

２～５ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和６年１月１５日から

施行する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

目次 目次 

第１編 （略） 第１編 （略） 

第２編 株券等 第２編 株券等 

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略） 

第５章 実効性の確保 第５章 実効性の確保 

第１節 （略） 第１節 （略） 

第２節 特別注意銘柄（第５０３条） 第２節 特設注意市場銘柄（第５０３

条） 

第３節 （略） 第３節 （略） 

第６章・第７章 （略） 第６章・第７章 （略） 

第３編～第６編 （略） 第３編～第６編 （略） 

  

（監査報告書等） 

第２２１条 （略） 

２ （略） 

３ 規程第２１０条第６項ただし書に規定

する施行規則で定める外国会社とは、次

の各号に該当する外国会社をいい、当該

外国会社は、第２号に規定する証明に係

る監査報告書を提出するものとする。こ

の場合において、当該監査報告書につい

ては、前項の規定を準用して、その写し

を提出することができる。 

（１） （略） 

（２） 第１項に掲げる書類のうち第２

０７条第１項第１号に掲げる財務書類

について、公認会計士又は監査法人に

相当する者により法第１９３条の２第

１項の監査証明に相当すると認められ

る証明を受けていること。 

（監査報告書等） 

第２２１条 （略） 

２ （略） 

３ 規程第２１０条第６項ただし書に規定

する施行規則で定める外国会社とは、次

の各号に該当する外国会社をいい、当該

外国会社は、第２号に規定する証明に係

る監査報告書を提出するものとする。こ

の場合において、当該監査報告書につい

ては、前項の規定を準用して、その写し

を提出することができる。 

（１） （略） 

（２） 第１項に掲げる書類のうち２０

７条第１項第１号に掲げる財務書類に

ついて、公認会計士又は監査法人に相

当する者により法第１９３条の２第１

項の監査証明に相当すると認められる

証明を受けていること。 

  

（規定の適用を受けない者） （規定の適用を受けない者） 
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第２４４条 次条から第２５３条まで、第

２５４条（第１号に掲げる場合に限

る。）及び第２５５条から第２７７条ま

での規定は、次の各号に掲げる者につい

ては、適用しない。 

（１）～（５） （略） 

第２４４条 次条から第２５３条まで及び

第２５４条（第１号に掲げる場合に限

る。）の規定は、次の各号に掲げる者に

ついては、適用しない。 

 

（１）～（５） （略） 

  

（市場区分の変更申請の取扱い） 

第３０８条 （略） 

２ 規程第３０６条第５項に規定する施行

規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

る上場会社の区分に従い、当該各号に定

める書類をいう。 

（１） スタンダード市場への市場区分

の変更申請を行う内国会社 

  次のａからｃまでに掲げる書類 

ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第５

号、第８号、第１０号、第１１号、

第１９号、第２４号及び第２５号に

掲げる書類に準ずる書類 

ｃ 第２０４条第１項第６号に掲げる

書類に準ずる書類（幹事取引参加者

による上場適格性調査が行われた場

合に限る。） 

（２）・（３） （略） 

（４） スタンダード市場への市場区分

の変更申請を行う外国会社 

  次のａからｃまでに掲げる書類 

ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第５

号、第１０号及び第１９号並びに同

条第２項第４号から第８号までに掲

げる書類に準ずる書類 

ｃ 第２０４条第１項第６号に掲げる

（市場区分の変更申請の取扱い） 

第３０８条 （略） 

２ 規程第３０６条第５項に規定する施行

規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

る上場会社の区分に従い、当該各号に定

める書類をいう。 

（１） スタンダード市場への市場区分

の変更申請を行う内国会社 

  次のａ及びｂに掲げる書類 

ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第５

号、第６号、第８号、第１０号、第

１１号、第１９号、第２４号及び第

２５号に掲げる書類に準ずる書類 

  （新設） 

 

 

 

（２）・（３） （略） 

（４） スタンダード市場への市場区分

の変更申請を行う外国会社 

  次のａ及びｂに掲げる書類 

ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第５

号、第６号、第１０号及び第１９号

並びに同条第２項第４号から第８号

までに掲げる書類に準ずる書類 

  （新設） 
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書類に準ずる書類（幹事取引参加者

による上場適格性調査が行われた場

合に限る。） 

（５）・（６） （略） 

３・４ （略） 

５ 規程第３０６条第５項ただし書に規定

する施行規則で定める書類は、第２項第

１号ｃ、第２号ｂ、第４号ｃ又は第５号

ｂにおいて準用する第２０４条第１項第

６号に掲げる書類及び第２項第３号ｃ又

は第６号ｃにおいて準用する第２３１条

第１項第３号に掲げる書類とする。 

６ （略） 

 

 

 

（５）・（６） （略） 

３・４ （略） 

５ 規程第３０６条第５項ただし書に規定

する施行規則で定める書類は、第２項第

１号ｂ、第２号ｂ、第４号ｂ又は第５号

ｂにおいて準用する第２０４条第１項第

６号に掲げる書類及び第２項第３号ｃ又

は第６号ｃにおいて準用する第２３１条

第１項第３号に掲げる書類とする。 

６ （略） 

  

（標準市場区分変更審査期間） （標準市場区分変更審査期間） 

第３１０条 規程第３０８条第５項に規定

する施行規則で定める株券等とは、次の

各号のいずれかに該当する株券等をい

う。 

 

 

 

（１） 第３０８条第２項第１号ｃに掲

げる書類の提出を行わない市場区分の

変更申請者が発行者である市場区分の

変更申請に係る株券等 

（２） 外国株券等 

第３１０条 規程第３０８条第５項に規定

する施行規則で定める期間は、当取引所

が、プライム市場又はスタンダード市場

への市場区分の変更申請を受理した場合

には、受理してから３か月、グロース市

場への市場区分の変更申請を受理した場

合には、受理してから２か月とする。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

２ 規程第３０８条第５項に規定する施行

規則で定める期間は、当取引所が、プラ

イム市場又はスタンダード市場への市場

区分の変更申請を受理した場合には、受

理してから３か月、グロース市場への市

場区分の変更申請を受理した場合には、

受理してから２か月とする。 

（新設） 
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第２節 特別注意銘柄 第２節 特設注意市場銘柄 

  

（特別注意銘柄の指定及び指定解除の取

扱い） 

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除

の取扱い） 

第５０３条 規程第５０３条第２項に規定す

る施行規則で定める書面とは、第２０４条

第１項第４号に規定する「新規上場申請の

ための有価証券報告書（Ⅱの部）」に準じ

た書面（規程第５０３条第３項、第６項又

は第９項の審査において「新規上場申請の

ための有価証券報告書（Ⅱの部）」に準じ

た書面の提出を要しないと当取引所が認め

た場合にあっては、当取引所がその都度定

める書面）をいう。 

第５０３条 規程第５０３条第２項に規定

する施行規則で定める書面とは、第２０

４条第１項第４号に規定する「新規上場

申請のための有価証券報告書（Ⅱの

部）」に準じた書面（規程第５０３条第

３項又は第６項の審査において「新規上

場申請のための有価証券報告書（Ⅱの

部）」に準じた書面の提出を要しないと

当取引所が認めた場合にあっては、当取

引所がその都度定める書面）をいう。 

２ 規程第５０３条第４項第２号ｂ

（ａ）、第７項第２号ａ及び第１０項第

１号ｂ（ａ）に規定する施行規則で定め

る場合とは、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に掲げる場合をいう。 

（新設） 

（１） スタンダード市場又はプライム

市場の上場会社 

ａ 直前の事業年度若しくは連結会計

年度の財務諸表等又は四半期会計期

間若しくは各連結会計年度における

四半期連結会計期間の四半期財務諸

表等（直近で提出した有価証券報告

書又は四半期報告書が対象とするも

のをいう。）に継続企業の前提に関

する事項を注記している場合 

ｂ スタンダード市場の上場会社にお

いては規程第２０５条第５号、プラ

イム市場の上場会社においては規程

第２１１条第４号又は第５号ａに適

合していない場合。この場合におい

て、規程第２０５条第５号又は同第
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２１１条第５号ａ中「基準事業年度

（前条第２項に定める「新規上場申

請のための有価証券報告書」に経理

の状況として財務諸表等が記載され

る最近事業年度をいう。以下この節

において同じ。）」とあるのは、

「直前事業年度」と、規程第２１１

条第４号中「上場日」とあるのは、

「直前の四半期会計期間又は事業年

度（直近で提出した四半期報告書又

は有価証券報告書が対象とする四半

期会計期間又は事業年度をいう。）

の末日」と、と読み替える。 

（２） グロース市場の上場会社 

直前の事業年度若しくは連結会計年

度の財務諸表等又は四半期会計期間若

しくは各連結会計年度における四半期

連結会計期間の四半期財務諸表等（直

近で提出した有価証券報告書又は四半

期報告書が対象とするものをいう。）

に継続企業の前提に関する事項を注記

している場合 

 

３ 規程第５０３条第４項第２号ｂ

（ｂ）、第７項第２号ｂ及び第１０項第

１号ｂ（ｂ）に規定する施行規則で定め

る場合とは、直前の四半期会計期間の末

日において、第５０１条第６項に定める純

資産の額が正でないときをいう。 

（新設） 

４ 規程第５０３条第１０項各号に掲げる

審査の区分については、次の各号に定め

るところによる。 

（新設） 

（１） 規程第５０３条第１０項第１号

に定める第一回目の審査 

規程第５０３条第４項第２号ｂ又は

第７項第２号の規定により特別注意銘
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柄の指定が継続された上場株券等の発

行者についての同条第９項に定める内

部管理体制等の審査 

（２） 規程第５０３条第１０項第１号

に定める第二回目の審査 

前号の審査の結果に基づき、規程第

５０３条第１０項第１号ｂの規定によ

り特別注意銘柄の指定が継続された上

場株券等の発行者についての同条第９

項に定める内部管理体制等の審査 

 

（３） 規程第５０３条第１０項第２号

に定める第三回目の審査 

前号の審査の結果に基づき、規程第

５０３条第１０項第１号ｂの規定によ

り特別注意銘柄の指定が継続された上

場株券等の発行者についての同条第９

項に定める内部管理体制等の審査 

 

５ 規程第５０３条第１２項に規定する施

行規則で定める日とは、次の各号に掲げ

る区分に従い、当該各号に掲げる日をい

う。 

（１） 規程第５０３条第１０項第１号

に定める場合 

規程第５０３条第１０項第１号に規

定する市場区分の変更の日 

（２） 規程第５０３条第１０項第２号

に定める場合 

規程第５０３条第１０項第２号に規

定する施行規則で定める基準に適合し

ていると当取引所が認めた日 

（３） 規程第５０３条第１０項第３号

に定める場合 

規程第５０３条第１０項第３号に規

定する施行規則で定める基準に適合し

ていると当取引所が認めた日 

（新設） 
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（上場内国会社の上場廃止基準の取扱

い） 

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱

い） 

第６０１条 （略） 第６０１条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 規程第６０１条第１項第１０号ａに規

定する施行規則で定める場合とは、次の

各号に掲げる場合をいう。 

（１） 上場会社が、規程第５０４条第

３項（規程第５０５条第７項又は規程

第５０５条の２第５項において準用す

る場合を含む。）の規定により提出を

行わなければならない改善報告書又は

規程第６０４条第２項に規定する書面

の提出を速やかに行わない場合におい

て、当取引所が相当の期間を設けて新

たに提出期限を定め、次のａからｃま

でに掲げる事項を書面により当該上場

会社に対して通知したにもかかわら

ず、なお当該同意する旨の書面又は当

該改善報告書を当該提出期限までに提

出しないとき 

ａ 規程第５０４条第３項（規程第５

０５条第７項又は規程第５０５条の

２第５項において準用する場合を含

む。）に規定する改善報告書又は規

程第６０４条第２項に規定する書面

を提出しない場合には、規程第６０

１条第１項第１０号ａに該当するこ

ととなること。 

ｂ・ｃ （略） 

８ 規程第６０１条第１項第１０号ａに規

定する施行規則で定める場合とは、次の

各号に掲げる場合をいう。 

（１） 上場会社が、規程第５０４条第

３項（規程第５０５条第７項において

準用する場合を含む。）の規定により

提出を行わなければならない改善報告

書又は規程第６０４条第２項に規定す

る書面の提出を速やかに行わない場合

において、当取引所が相当の期間を設

けて新たに提出期限を定め、次のａか

らｃまでに掲げる事項を書面により当

該上場会社に対して通知したにもかか

わらず、なお当該同意する旨の書面又

は当該改善報告書を当該提出期限まで

に提出しないとき 

 

ａ 規程第５０４条第３項（規程第５

０５条第７項において準用する場合

を含む。）に規定する改善報告書又

は規程第６０４条第２項に規定する

書面を提出しない場合には、規程第

６０１条第１項第１０号ａに該当す

ることとなること。 

  

ｂ・ｃ （略） 

（２） 前号のほか、当取引所が、規程

第５０４条第１項又は規程第５０５条

第６項（規程第５０５条の２第３項又

は第４項において準用する場合を含

（２） 前号のほか、当取引所が、規程

第５０４条第１項又は規程第５０５条

第６項の規定により改善報告書の提出

を求めたにもかかわらず、会社情報の
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む。）の規定により改善報告書の提出

を求めたにもかかわらず、会社情報の

開示の状況等が改善される見込みがな

いと認める場合 

開示の状況等が改善される見込みがな

いと認める場合 

（３） （略） （３） （略） 

９～１６ （略） ９～１６ （略） 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第６０４条 当取引所は、上場株券等が次

の各号のいずれかに該当する場合は、当

該上場株券等を規程第６０８条に規定す

る監理銘柄に指定することができる。こ

の場合において、第２号、第７号から第

９号まで、第１１号から第１３号まで、

第１５号、第１６号、第２５号又は第２

６号に該当する場合は監理銘柄（審査

中）に指定し、それ以外の場合は監理銘

柄（確認中）に指定する。 

第６０４条 当取引所は、上場株券等が次

の各号のいずれかに該当する場合は、当

該上場株券等を規程第６０８条に規定す

る監理銘柄に指定することができる。こ

の場合において、第２号、第７号から第

９号まで、第１１号、第１３号から第１

６号まで、第２５号又は第２６号に該当

する場合は監理銘柄（審査中）に指定

し、それ以外の場合は監理銘柄（確認

中）に指定する。 

（１）～（１１） （略） （１）～（１１） （略） 

（削る） （１２） 規程第５０３条第１項の規定

による特設注意市場銘柄の指定後１年

６か月が経過した場合 

（１２） （略） （１３） （略） 

（１３） （略） （１４） （略） 

（１４） 上場会社が規程第６０１条第

１項第１０号ｂに該当する（規程第６

０３条第３項による場合を含む。）お

それがあると当取引所が認める場合

（次号及び第１６号に掲げるときを除

く。） 

（新設） 

(１５)～（３０） （略） (１５)～（３０） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（株式会社地域経済活性化支援機構が再

生支援をする会社が発行する株券等の

（株式会社地域経済活性化支援機構が再

生支援をする会社が発行する株券等の
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取扱い） 取扱い） 

第７１９条 （略） 第７１９条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第６０４条の規定にかかわらず、被支

援会社である上場会社の発行する株券等

についての監理銘柄の指定については、

次の各号のとおり取り扱うものとする。 

５ 第６０４条の規定にかかわらず、被支

援会社である上場会社の発行する株券等

についての監理銘柄の指定については、

次の各号のとおり取り扱うものとする。 

（１） 当取引所は、被支援会社である

上場会社の発行する株券等が次のａか

らｃまでのいずれかに該当する場合に

は、当該株券等を監理銘柄に指定する

ことができる。この場合において、ａ

に該当する場合は監理銘柄（審査中）

に指定し、ｂ又はｃに該当する場合は

監理銘柄（確認中）に指定する。 

（１） 当取引所は、被支援会社である

上場会社の発行する株券等が次のａか

らｃまでのいずれかに該当する場合に

は、当該株券等を監理銘柄に指定する

ことができる。この場合において、ａ

に該当する場合は監理銘柄（審査中）

に指定し、ｂ又はｃに該当する場合は

監理銘柄（確認中）に指定する。 

ａ 第６０４条第１項第２号、第７号

から第９号まで、第１１号から第１

３号まで、第１５号、第１６号、第

２５号又は第２６号のいずれかに該

当するとき 

ａ 第６０４条第１項第２号、第７号

から第９号まで、第１１号、第１３

号から第１６号まで、第２５号又は

第２６号のいずれかに該当するとき 

ｂ 第６０４条第１項第１号、第３号

から第６号まで、第１０号、第１４

号、第１７号から第２４号まで又は

第２７号から第３０号のいずれかに

該当するとき 

ｂ 第６０４条第１項第１号、第３号

から第６号まで、第１０号、第１２

号、第１７号から第２４号まで又は

第２７号から第３０号のいずれかに

該当するとき 

ｃ （略） ｃ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第８０６条 （略） 第８０６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第２１２条第９項及び第６０１条第１

０項第２号の規定は、規程第８０８条第２

項第６号の場合について準用する。 

５ 第２１２条第９項及び第６０１条第１

０項第２号の規定は、規程第８０８条第

２項第７号の場合について準用する。 

６ 第６０１条第１３項の規定は、規程第 ６ 第６０１条第１３項の規定は、規程第
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８０８条第２項第７号の場合について準

用する。 

８０８条第２項第８号の場合について準

用する。 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第８３１条 当取引所は、上場優先出資証

券が次の各号のいずれかに該当する場合

は、当該上場優先出資証券を規程第８３

８条に規定する監理銘柄に指定すること

ができる。この場合において、第１０

号、第１１号、第１３号から第１５号ま

で、第１７号、第２６号又は第２７号に

該当する場合は監理銘柄（審査中）に指

定し、それ以外の場合は監理銘柄（確認

中）に指定する。 

第８３１条 当取引所は、上場優先出資証

券が次の各号のいずれかに該当する場合

は、当該上場優先出資証券を規程第８３

８条に規定する監理銘柄に指定すること

ができる。この場合において、第１０

号、第１１号、第１３号、第１５号、第

１６号、第１７号、第２６号又は第２７

号に該当する場合は監理銘柄（審査中）

に指定し、それ以外の場合は監理銘柄

（確認中）に指定する。 

（１）～（１３） （略） （１）～（１３） （略） 

（削る） （１４） 規程第５０３条第１項の規定

による特設注意市場銘柄の指定後１年

６か月が経過した場合 

（１４） （略）  （１５） （略） 

（１５） （略） （１６） （略） 

（１６） 上場優先出資証券の発行者が

規程第８３５条第１項第６号の規定に

より適用する規程第６０１条第１項第

１０号ｂに該当する（規程第６０３条

第３項による場合を含む。）おそれが

あると当取引所が認める場合（次号に

掲げるときを除く。） 

（新設） 

（１７）～（２７） （略） （１７）～（２７） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

令和５年４月１日改正付則 令和５年４月１日改正付則 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前３項の規定は、次の各号に掲げる場

合については適用しない。 

４ 前３項の規定は、次の各号に掲げる場

合については適用しない。 
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（１）・（２） （略） 

（３） 施行日以後に特設注意市場銘柄

（令和６年１月１５日改正後の特別注

意銘柄を含む。）へ指定された場合 

（１）・（２） （略） 

（３） 施行日以後に特設注意市場銘柄

へ指定された場合 

５ （略） ５ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和６年１月１５日か

ら施行する。 

２ 改正後の第３０８条及び第３１０条の規

定は、この改正規定施行の日（以下「施行

日」という。）以後に市場区分の変更申請

を行う者から適用する。 

３ 改正後の第５０３条第２項及び第３項の

規定は、施行日以後に特別注意銘柄に指定

する上場株券等の発行者である上場会社か

ら適用する。 
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅵ 上場会社が発行する新株予約権証券の上

場審査 

Ⅵ 上場会社が発行する新株予約権証券の上

場審査 

（公益又は投資者保護の観点） 

規程第３０４条第１項第４号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から

（３）までに掲げる観点その他の観点から検

討することにより行う。 

（１） 次のａからｅまでに該当しないこ

と（規程第３０４条第１項第２号に規定

するコミットメント型の場合を除

く。）。 

ａ （略） 

ｂ 新株予約権証券の発行者である上場

会社の上場株券等が、次の（ａ）から

（ｒ）までのいずれかに該当する場合 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 規程第５０３条第１項の規定

により特別注意銘柄に指定されてい

る場合 

ｃ～ｅ （略） 

（公益又は投資者保護の観点） 

規程第３０４条第１項第４号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から

（３）までに掲げる観点その他の観点から検

討することにより行う。 

（１） 次のａからｅまでに該当しないこ

と（規程第３０４条第１項第２号に規定

するコミットメント型の場合を除

く。）。 

ａ （略） 

ｂ 新株予約権証券の発行者である上場

会社の上場株券等が、次の（ａ）から

（ｒ）までのいずれかに該当する場合 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 規程第５０３条第１項の規定

により特設注意市場銘柄に指定され

ている場合 

ｃ～ｅ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  

Ⅶ 市場区分の変更審査 Ⅶ 市場区分の変更審査 

（市場区分の変更審査等） 

市場区分の変更審査については、次の

（１）から（４）までに定めるところにより

行う。 

（市場区分の変更審査等） 

市場区分の変更審査については、次の

（１）から（４）までに定めるところにより

行う。 

（１） 規程第３０８条第１項に定めるス

タンダード市場への市場区分の変更審査

は、Ⅱに準じて行う。この場合におい

て、当取引所は、会社のコーポレート・

ガバナンス及び内部管理体制並びに企業

（１） 規程第３０８条第１項に定めるス

タンダード市場への市場区分の変更審査

は、Ⅱに準じて行う。この場合におい

て、当取引所は、プライム市場又はグロ

ース市場への新規上場時から会社の事業
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内容等の開示実績等の状況から当取引所

が適当と認める場合には、Ⅱ３．から

６．までに定める審査に準じて行う審査

の全部又は一部に適合するものとして取

り扱うことができるものとする。 

 

内容、コーポレート・ガバナンス及び内

部管理体制等に著しい変更のないとき

は、その状況を勘案して、企業の継続性

及び収益性並びに上場後の企業内容等の

開示実績等を中心に審査を行うことがで

きるものとする。 

（２）・（３） （略） 

（４） （１）から前（３）までの審査に

あっては、最近５年間（「最近」の計算

は、市場区分の変更申請日を起算日とし

てさかのぼる。）において、規程第５０

３条第１項の規定に基づく特別注意銘柄

の指定を受けた場合又は規程第５０４条

第１項若しくは第２項（第５０５条第７

項において準用する場合を含む。）若し

くは第５０５条第６項の規定により改善

報告書の提出を求められた場合にあって

は、それらに関連して策定された改善措

置が適切に履行されているかについて審

査を行うものとする。 

（２）・（３） （略） 

（４） （１）から（３）までの審査にあ

っては、最近５年間（「最近」の計算

は、市場区分の変更申請日を起算日とし

てさかのぼる。）において、規程第５０

３条第１項の規定に基づく特設注意市場

銘柄の指定を受けた場合又は規程第５０

４条第１項若しくは第２項（第５０５条

第７項において準用する場合を含む。）

若しくは第５０５条第６項の規定により

改善報告書の提出を求められた場合にあ

っては、それらに関連して策定された改

善措置が適切に履行されているかについ

て審査を行うものとする。 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和６年１月１５日か

ら施行する。 

 

２ 改正後のⅦ（１）の規定は、この改正規

定施行の日以後に市場区分の変更申請を行

う者から適用する。 
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅲ 実効性の確保に係る審査 Ⅲ 実効性の確保に係る審査 

（特別注意銘柄の指定等） （特設注意市場銘柄の指定等） 

１．規程第５０３条第１項の規定に基づく特

別注意銘柄の指定は、次の（１）から

（５）までに掲げる場合においては、当該

（１）から（５）までに定める事項その他

の事情を総合的に勘案して行う。 

（１）～（５） （略） 

１．規程第５０３条第１項の規定に基づく特

設注意市場銘柄の指定は、次の（１）から

（５）までに掲げる場合においては、当該

（１）から（５）までに定める事項その他

の事情を総合的に勘案して行う。 

（１）～（５） （略）  

２．規程第５０３条第３項、第６項及び第１

０項に規定する内部管理体制等の審査は、

上場審査等に関するガイドラインⅡ３．、

Ⅱ４．、Ⅱ５．、Ⅲ３．、Ⅲ４．、Ⅲ

５．、Ⅳ２．、Ⅳ３．、又はⅣ４．の規定

に準ずる事項（特別注意銘柄の指定後にお

ける規程第２編第４章の規定の遵守状況及

び遵守を確保するための体制の整備及び運

用の状況を含む。）その他の事情を総合的

に勘案して行う。 

２．規程第５０３条第３項及び第６項に規定

する内部管理体制等の審査は、次の（１）

から（７）までに掲げる事項その他の事情

を総合的に勘案して行う。 

（削る） （１） 内部監査又は監査役による監査な

ど、業務執行に対する監査の体制の状況

及び当該監査の実施の状況 

（削る） （２） 経営管理組織又は社内諸規則の整

備などの内部管理体制の状況 

（削る） （３） 経営に重大な影響を与える事実等

の会社情報の管理状況及び当該会社情報

に係る適時開示体制の状況 

（削る） （４） 規程第４章第４節第１款の規定の

遵守を確保するための体制の状況 

（削る） （５） 有価証券報告書の作成その他会計

に関する社内組織の整備及び運用の状況 

（削る） （６） 法令等の遵守状況 

（削る） （７） 特設注意市場銘柄の指定後におけ



28 

 

る規程第２編第４章の規定の遵守状況 

  

Ⅳ 上場廃止に係る審査 Ⅳ 上場廃止に係る審査 

（特別注意銘柄等） （特設注意市場銘柄等） 

４．規程第６０１条第１項第９号に規定する

次の（１）から（４）までに掲げる審査

は、当該（１）から（４）までに定める事

項その他の事情を総合的に勘案して行う。 

４．規程第６０１条第１項第９号に規定する

次の（１）から（３）までに掲げる審査

は、当該（１）から（３）までに定める事

項その他の事情を総合的に勘案して行う。 

（１） 規程第６０１条第１項第９号ａに

規定する内部管理体制等が適切に整備さ

れる又は適切に運用される見込みがない

かどうかの審査 

事実関係の究明への着手の状況、再発

防止のための検討を行う方針の有無及び

その開示の状況並びに当該方針の実行可

能性 

（１） 規程第６０１条第１項第９号ａに

規定する改善の見込みがないかどうかの

審査 

 

事実関係の究明への着手の状況、再発

防止のための検討を行う方針の有無及び

その開示の状況並びに当該方針の実行可

能性 

（２） 規程第６０１条第１項第９号ｂに

規定する内部管理体制等が適切に整備さ

れる又は適切に運用される見込みがなく

なったかどうかの審査 

改善計画の進捗状況並びに改善計画に

未了部分がある場合にはその原因・情状

並びに当該未了部分に係る具体的かつ実

効的な実行計画の有無及びその合理性 

（２） 規程第６０１条第１項第９号ｂか

らｄまでに規定する改善の見込みがなく

なったかどうかの審査 

 

 改善計画の進捗状況並びに改善計画に

未了部分がある場合にはその原因・情状

並びに当該未了部分に係る具体的かつ実

効的な実行計画の有無及びその合理性 

（３） 規程第６０１条第１項第９号ｃ及

びｄに規定する内部管理体制等が適切に

整備されていると認められないかどうか

又は適切に運用される見込みがなくなっ

たかどうかの審査 

  Ⅲ ２．及び前（２）に定める事項 

（３） 規程第６０１条第１項第９号ｃ及

びｅに規定する内部管理体制等の改善が

なされなかったかどうかの審査 

 

 

 Ⅲ ２．（１）から（７）までに掲げ

る事項 
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（４） 規程第６０１条第１項第９号ｅ、

ｆ及びｇに規定する内部管理体制等が適

切に整備され、運用されていると認めら

れないかどうかの審査 

  Ⅲ ２．に定める事項 

（新設） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和６年１月１５日から

施行する。 
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有価証券の売買又はその受託に関する規制措置に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（特別注意銘柄等に指定された銘柄等に係る信

用取引残高の公表） 

（特設注意市場銘柄等に指定された銘柄等に係

る信用取引残高の公表） 

第２条 当取引所は、信用取引を行うことができ

る銘柄が、次の各号のいずれかに該当した場合

には、その信用取引残高を日々公表するものと

する。 

第２条 当取引所は、信用取引を行うことができ

る銘柄が、次の各号のいずれかに該当した場合

には、その信用取引残高を日々公表するものと

する。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 有価証券上場規程第５０３条第１項に

規定する特別注意銘柄に指定されたとき。 

（２） 有価証券上場規程第５０３条第１項に

規定する特設注意市場銘柄に指定されたと

き。 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和６年１月１５日から施

行する。 
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取引参加者における上場適格性調査体制等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場適格性調査の実施） 

第３条 （略） 

（上場適格性調査の実施） 

第３条 （略） 

２ 幹事取引参加者は、次の各号に掲げる有

価証券の市場区分の変更申請を行おうとす

る又は行った者及びその企業グループにつ

いて、当該各号に定める事項に適合する見

込みがあるかどうかの調査を行うものとす

る。ただし、第１号に掲げる有価証券の市

場区分の変更申請を行おうとする又は行っ

た者及びその企業グループについては、当

該調査を行わないことができる。 

（１）～（３） （略） 

２ 幹事取引参加者は、次の各号に掲げる有

価証券の市場区分の変更申請を行おうとす

る又は行った者及びその企業グループにつ

いて、当該各号に定める事項に適合する見

込みがあるかどうかの調査を行うものとす

る。 

 

 

 

（１）～（３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和６年１月１５日か

ら施行する。 

 

２ 改正後の第３条の規定は、この改正規定

施行の日以後に市場区分の変更申請を行う

者に係る上場適格性調査から適用する。 
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（株券等に係る制度信用銘柄の選定基準） （株券等に係る制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 株券等（優先株等及び優先出資証券を含

む。以下同じ。）が次の各号に適合する場合

は、既に制度信用銘柄に選定されているものを

除きこれを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 

第２条 株券等（優先株等及び優先出資証券を含

む。以下同じ。）が次の各号に適合する場合

は、既に制度信用銘柄に選定されているものを

除きこれを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（４） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

  

（不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選

定基準） 

（不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選

定基準） 

第２条の２ 不動産投資信託証券が次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されて

いるものを除きこれを制度信用銘柄に選定する

ものとする。 

第２条の２ 不動産投資信託証券が次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されて

いるものを除きこれを制度信用銘柄に選定する

ものとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（４） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

（ベンチャーファンドに係る制度信用銘柄の選

定基準） 

（ベンチャーファンドに係る制度信用銘柄の選

定基準） 

第２条の５ ベンチャーファンドが次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されて

いるものを除きこれを制度信用銘柄に選定する

ものとする。 

第２条の５ ベンチャーファンドが次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されて

いるものを除きこれを制度信用銘柄に選定する

ものとする。 
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（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（３） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（カントリーファンドに係る制度信用銘柄の選

定基準） 

（カントリーファンドに係る制度信用銘柄の選

定基準） 

第２条の６ カントリーファンドが次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されて

いるものを除きこれを制度信用銘柄に選定する

ものとする。 

第２条の６ カントリーファンドが次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されて

いるものを除きこれを制度信用銘柄に選定する

ものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（３） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（インフラファンドに係る制度信用銘柄の選定

基準） 

（インフラファンドに係る制度信用銘柄の選定

基準） 

第２条の７ インフラファンドが次の各号に適合

する場合は、既に制度信用銘柄に選定されてい

るものを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

第２条の７ インフラファンドが次の各号に適合

する場合は、既に制度信用銘柄に選定されてい

るものを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（４） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

（株券等に係る貸借銘柄の選定基準） （株券等に係る貸借銘柄の選定基準） 
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第３条 制度信用銘柄である株券等が次の各号に

適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されてい

るものを除きこれを貸借銘柄に選定するものと

する。 

第３条 制度信用銘柄である株券等が次の各号に

適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されてい

るものを除きこれを貸借銘柄に選定するものと

する。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（７） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（８）～（１１） （略） （８）～（１１） （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

  

（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基

準） 

（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基

準） 

第３条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘

柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄

に選定するものとする。 

第３条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘

柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄

に選定するものとする。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（７） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（８）～（１１） （略） （８）～（１１） （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

  

（ベンチャーファンドに係る貸借銘柄の選定基

準） 

（ベンチャーファンドに係る貸借銘柄の選定基

準） 

第３条の５ 制度信用銘柄であるベンチャーファ

ンドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘

柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄

に選定するものとする。 

第３条の５ 制度信用銘柄であるベンチャーファ

ンドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘

柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄

に選定するものとする。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（６） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（７）～（１０） （略） （７）～（１０） （略） 
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２～７ （略） ２～７ （略） 

  

（カントリーファンドに係る貸借銘柄の選定基

準） 

（カントリーファンドに係る貸借銘柄の選定基

準） 

第３条の６ 制度信用銘柄であるカントリーファ

ンドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘

柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄

に選定するものとする。 

第３条の６ 制度信用銘柄であるカントリーファ

ンドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘

柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄

に選定するものとする。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（６） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（７）～（９） （略） （７）～（９） （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

（インフラファンドに係る貸借銘柄の選定基

準） 

（インフラファンドに係る貸借銘柄の選定基

準） 

第３条の７ 制度信用銘柄であるインフラファン

ドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に

選定するものとする。 

第３条の７ 制度信用銘柄であるインフラファン

ドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に

選定するものとする。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（８） 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄

に指定されている銘柄以外の銘柄であると

き。 

（８） 特設注意市場銘柄、監理銘柄又は整理

銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄である

とき。 

（９）～（１２） （略） （９）～（１２） （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和６年１月１５日から施

行する。 
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（特別注意銘柄） （特設注意市場銘柄） 

第１２５条 当取引所は、特例第１４１条第

１項の規定により改善報告書を提出した上

場会社において、改善措置の実施状況及び

運用状況に改善が認められないと当取引所

が認めた場合であって、かつ、当該上場会

社の内部管理体制等について改善の必要性

が高いと認めるときは、当該上場会社が発

行者である上場株券等を特別注意銘柄に指

定することができる。 

第１２５条 当取引所は、特例第１４１条第

１項の規定により改善報告書を提出した上

場会社において、改善措置の実施状況及び

運用状況に改善が認められないと当取引所

が認めた場合であって、かつ、当該上場会

社の内部管理体制等について改善の必要性

が高いと認めるときは、当該上場会社が発

行者である上場株券等を特設注意市場銘柄

に指定することができる。 

２ 前項の規定により特別注意銘柄へ指定さ

れている上場株券等の発行者である上場会

社は、当該指定から１年を経過するごと

に、内部管理体制の状況等について記載し

た当取引所所定の書面（以下「内部管理体

制確認書」という。）の提出を速やかに行

わなければならない。 

２ 前項の規定により特設注意市場銘柄へ指

定されている上場株券等の発行者である上

場会社は、当該指定から１年を経過するご

とに、内部管理体制の状況等について記載

した当取引所所定の書面（以下「内部管理

体制確認書」という。）の提出を速やかに

行わなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項の規定により特別注意銘柄へ指定

された上場株券等の発行者である上場会社

は、当該上場会社の内部管理体制等に関し

当取引所が必要と認めて照会を行った場合

には、直ちに照会事項について正確に報告

するものとする。 

４ 第１項の規定により特設注意市場銘柄へ

指定された上場株券等の発行者である上場

会社は、当該上場会社の内部管理体制等に

関し当取引所が必要と認めて照会を行った

場合には、直ちに照会事項について正確に

報告するものとする。 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和６年１月１５日から

施行する。 

 

  

 

 

 


